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民生委員 児童委員キヤラクター

「札幌版ご当地ミンジー」
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市民の暮らしを応援するため、国・札幌市から委嘱を受けて活動しています。

決して専門家ではありませんが、子どもから高齢者まで、様々な困りごとをみな

さんと一緒に考え、サポートしています。

■■■■■・■■■■

|1 民生委員は、みなさんと同じ住民のひとりです。民生委員法に基づいて、厚生労働大臣
から委嘱され、ボランティアとして活動する非常勤の地方公務員です。すべての民生委員

は、児童福祉法により児童委員も兼ねているため、「民生委員。児童委員」と呼ばれ、子

どもと関わる相談支援活動も行います。

福祉
に関すること

福祉サービスの紹介
家族の介護など
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魃..民生委員・児童委員は、秘密を守る義務が法で決められています (民生委員法第15条 )。
個別の相談など、活動を通じて知りえた個人の秘密は守られます。この義務は民生委員 0

児童委員退任後にも及びます。

民生委員・児童委員のことについてもっと詳しく矢□りたい方は、

事務局までお気軽にご相談ください。
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子育て
に関すること

子育ての悩み

児童虐待の防止

子育てサロンなど

生活口健康
に関すること

健康。医療など
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主任児童委員も民生委員・児童委員のひとりですが、いじめや不登校の問題、ヤングケアラーや児童虐

待の早期発見。早期対応に向けて、学校や児童相談所などの関係機関と連携し、区域を担当する児童委員

と一緒に、問題を抱える家庭の支援を行います。
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ひとり暮らしの高齢者などのお宅を訪問し、安否を確認するなどの見守り活動を行い、お話し相手と

なって暮らしに関する相談にも応じています。子育て、虐待、いじめ、不登校、非行など、子どもに関する心

配事の相談にのり、健やかに育てるお手伝いもしています。必要な福祉情報を提供するほか、区役所や関

係機関との「つなぎ役」にもなります。札幌市が発行する身分証を携帯して活動しています。
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札幌市では、約330世帯に1人の基準で選任され、それぞれの地域で活動しています。民生委員。児童委
員は約2,900人で、このうち主任児童委員は約200名います。
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民生委員法では「民生委員には、給与を支給しない」と規定されており、民生委員。児童委員は、地域福

祉の一翼を担う無報酬のボランティアとして活動しています。ただし、日々の活動に必要な電話代や交通

費などの費用の一部は、国から札幌市を経由して活動費として交付されます。
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民生委員法に基づいて、地域ごとに民生委員の組織 (地区民生委員児童委員協議会)を設置しており、

多くの仲間と一緒に活動しています6)舌動する中でどうしたら良いか悩んだりした場合でも、仲間に相談

し、複数で対応することもあります。また、社会福祉協議会や区役所などの関係機関も民生委員・児童委

員の活動をサポートしています。
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●虐待の早期発見、予防
OD∨、いじめ、不登校、
ヤングケアラー等世帯
の抱える問題の把握

●世帯が必要としている
サービスについて情報
提供

●各種相談
●見守り支援
●福祉サービス利用支援
●(在宅福祉、生活費、子

世帯状況把握

情報提供

相談・援助

●高齢者のいる世帯

●障がい者のいる世帯

●子どものいる世帯

●妊産婦のいる世帯

●母子・父子世帯

●その他の世帯

・ ・
‐

|‐
1■

|

.‐ ||  ‐.‐

地
域
担
当
民
生
委
員
。児
童
委
員

主
任
児
童
委
員

●区役所

●児童相談所

●家庭児童相談室

●学校

●保育園/幼稚園
●児童会館

●社会福祉協議会

●地域包括支援センター

●介護予防センター

●相談支援事業所

など
育て支援等)
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